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ください
除雪に関する
お願い

道路への雪出しは危険です！

道路への雪出しは、道路交通法および同法施行細則に基
づき、禁止されています。路面がでこぼこになり車のハン
ドルが取られて事故につながる恐れがあります。また、道
幅も狭くなり、歩行者が車両と接触する危険性が高まりま
すのでやめましょう。
【雪捨て場所】
・�各家庭や事業所の雪は、敷地内で処理するか町指定の雪
捨て場所に運んでください。
・�町指定雪捨て場所は、八雲地域は大新6番地1（八雲ス
ポーツ公園グランド横）と落部川河川敷（落部橋から山
側）、熊石地域は熊石根崎町（熊石漁港ふれあい広場手
前）と熊石相沼町（熊石相沼和みの家前）の計4箇所です。
※雪の中にゴミなどが混入しないようにしてください。

問い合わせ先 ・建設課車両係　　　　　　☎０１３７－６２－２１１５
・熊石総合支所地域振興課　☎０１３９８－２－３１１１

除雪車に
注意して下さい！
除雪車は、後退やセンター

ラインを越えて作業をするこ
ともあり、大変危険ですので、
作業中の除雪車にはご注意く
ださい。

通学時間帯の通学路は、特に多くの児童たちが行き交いますので、通学路に路上駐車されると、
児童の姿が車両の死角となり事故のリスクが高まります。

また、通学路へ雪出しされると、道路が狭くなり
歩行の妨げになるほか、車と接触する事故のリスク
が高まります。
児童生徒が安全に通学できる環境を確保するため、

皆さまのご理解とご協力をお願いします。

八雲町教育委員会
函館方面八雲警察署

【問い合わせ先】学校教育課（公民館内）　☎０１３７ー６３ー３１３１
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